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朝霞市地域防災計画策 

 

平成 27 年に実施した地震被害想定調査（以下「前回調査」という。）を踏まえ、人口、建物等の現況を整理して被害

予測量を更新した。また、洪水時の避難者数、緊急避難場所の収容力を整理した。 

 

■想定条件等 

想定地震（震度分布、液状化危険度）、発生の時季（冬の 5 時、夏の 12 時、冬の 18 時）、風速（3m/s、8m/s）、予測手

法は、前回調査と同一である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■被害予測結果 

① 建物被害 

▸ 全壊・半壊は、前回調査から約 300 棟減少した。 

⇒古い建築年代の建物が大幅に減少したことが要因（昭和 56 年以前に建築された建物割合は 34％→24％に減少） 

▸大規模半壊は、前回調査から約 10 棟増加した。 

⇒液状化危険度の比較的高い地区に建物が増加したことが要因（第三小学校区は約 700 棟増加） 

②火災 

▸ 初期消火率 67％の場合、前回調査と同様、炎上出火は消防力ですべて消火され、残出火は 0 件であった。 

また、前回調査から出火件数、焼失件数は減少した。 

▸ 初期消火率 30％の場合、前回調査と同様、冬の 18 時では市内の消防力で炎上出火をすべては消し止められず、

残出火が生じた。また、前回調査から全体の出火件数、焼失件数は減少した。 

③ライフライン被害 

▸ 地震発生直後の断水人口は、前回調査から約 1 万 3 千人減少した。 

⇒水道管の耐震化が進んだことが要因（本管の耐震化率が 28％→47％に上昇） 

④人的被害 

 ▸ 前回調査から、夏 12 時の負傷者が大幅に増加した。 

⇒建物被害が多い地区での昼間人口の大幅な増加が主な要因 

⑤避難者 

▸ 前回調査から、避難者数は大幅に減少した。 

⇒断水人口の大幅減少が要因 

⑥災害廃棄物 

▸ 前回調査から、災害廃棄物量は減少した。 

⇒建物の被害（全壊）の減少が要因 

 

 

 

 

表１ 被害予測結果一覧 

①建物被害 建築物数 全壊棟数 
大規模 

半壊棟数 
半壊棟数 

棟数 28,213 棟(+3,614) 214 棟( -37) 49 棟( +12) 1,723 棟(-262) 

②火災 出火件数 炎上出火件数 残出火件数 焼失棟数 

●初期消火率 67％の場合 

 

 

冬５時 1 件(±0) 0 件(±0) 0 件(±0) 1 棟(±0) 

夏 12 時 1 件(±0) 0 件(±0) 0 件(±0) 1 棟( -1) 

冬 18 時 3 件(±0) 1 件(±0) 0 件(±0) 5 棟( -1) 

●初期消火率 30％の場合 

 

 

冬５時 1 件(±0) 0 件( -1) 0 件(±0) 1 棟(±0) 

夏 12 時 1 件(±0) 1 件(±0) 0 件(±0) 1 棟( -1) 

冬 18 時（風速 3ｍ） 
3 件(±0) 2 件(±0) 

0.3 件(-0.2) 10 棟( -8) 

冬 18 時（風速 8ｍ） 0.9 件(-0.2) 38 棟(-11) 

③ライフライン被害 

上水道（断水人口） 

直後 3 日後 1 週間後 1 ヶ月後 

64,470 人 

（-13,437） 

49,524 人 

(-13,804) 

33,362 人 

（-11,886） 

2,849 人 

（-2,077） 

④人的被害 死者数 重傷者数 軽傷者数 要救出者数 

●初期消火率 67％の場合 

 冬５時 14 人(-3) 17 人(±0) 228 人(+4） 82 人(-11) 

夏 12 時 7 人(+1) 23 人(+6) 291 人(+136) 51 人( -2) 

冬 18 時 8 人(-1) 10 人(-2) 131 人(+8) 47 人( -8) 

●初期消火率 30％の場合 

 冬５時 14 人(-3) 17 人(±0) 228 人(+4） 82 人(-11) 

夏 12 時 7 人(+1) 23 人(+6) 291 人(+136) 51 人( -2) 

冬 18 時（風速 3ｍ） 8 人(-2) 10 人(-3) 132 人(-4) 
47 人( -8) 

冬 18 時（風速 8ｍ） 8 人(-6) 10 人(-3) 132 人(-7) 

⑤避難者 

（冬 18 時・風速 8ｍ） 

建物被害による避難者 断水による避難者 

１日後 1 週間後 1 ヶ月後 １日後 1 週間後 1 ヶ月後 

●初期消火率 67％の場合 

 全避難者 1,667 人 

（-212） 

14,687 人 

(-3,316) 

8,245 人 

(-2,863) 

2,535 人 

(-1,819) 

避難所避難者 1,000 人 

(-128) 

833 人 

(-107) 

500 人 

(-64) 

8,812 人 

(-1,989) 

4,122 人 

(-1,432) 

760 人 

(-546) 

●初期消火率 30％の場合 

 全避難者 1,896 人 

(-221) 

14,663 

(-3,307) 

8,231 人 

(-2,857) 

2,531 人 

(-1,815) 

避難所避難者 1,137 人 

(-133) 

948 人 

(-111) 

569 人 

(-66) 

8,798 人 

(-1,984) 

4,116 人 

(-1,428) 

759 人 

(-545) 

⑥災害廃棄物 

（瓦礫量） 

冬季 18 時・風速８ｍ 

（初期消火率 67％） 

冬季 18 時・風速８ｍ 

（初期消火率 30％） 

瓦礫量（重量） 24,954 トン(-3,090) 30,002 トン(-3,077) 

瓦礫量（体積換算） 22,683 ｍ３(-5,320) 27,196 ｍ３(-4,868) 

（注）残出火件数は、小数点で表記。  

【資料１】防災アセスメント調査報告（概要） 

 

液状化危険度 
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■建物被害・人口動態（地区別） 

▸ 第三小地区、第九小地区で、被害棟数の増加がやや大きい。 

⇒震度、液状化危険度が比較的大きいこれらの地区で、建物棟数が増加したことが要因 

表２  地区別・構造別の建物被害量 

地区 区分 
木造（棟数） 非木造造（棟数） 

全数 全壊 大規模半壊 半壊 全数 全壊 大規模半壊 半壊 

第一小学校 
今回調査 1,640 12 1 105 373 2 0 8 

前回調査からの増減 +342 -3 0 -15 +39 +1 0 +1 

第二小学校 
今回調査 2,612 21 4 167 460 1 0 8 

前回調査からの増減 +711 -1 +1 +3 +149 0 0 +3 

第三小学校 
今回調査 3,447 37 13 267 779 5 7 32 

前回調査からの増減 +573 -5 +1 -26 +140 +1 +5 +12 

第四小学校 
今回調査 2,345 16 0 158 686 2 0 11 

前回調査からの増減 +200 -5 0 -42 +134 0 0 +2 

第五小学校 
今回調査 2,491 25 0 212 877 2 0 14 

前回調査からの増減 -101 -7 0 -63 -9 -1 0 -1 

第六小学校 
今回調査 2,687 17 1 158 887 2 0 12 

前回調査からの増減 +716 -2 0 -13 +114 0 0 +1 

第七小学校 
今回調査 1,564 15 0 127 645 2 0 10 

前回調査からの増減 +129 -4 0 -28 +87 0 0 +1 

第八小学校 
今回調査 2,097 14 1 127 809 2 0 11 

前回調査からの増減 -214 -7 -1 -65 +112 0 0 0 

第九小学校 
今回調査 1,566 24 17 168 313 2 3 11 

前回調査からの増減 +301 0 +2 +3 +119 +1 +2 +5 

第十小学校 
今回調査 1,527 14 0 112 408 1 0 6 

前回調査からの増減 +7 -4 0 -39 +65 0 0 0 

合計 
今回調査 21,976 191 38 1,601 6,237 20 11 122 

前回調査からの増減 +2,664 -42 +4 -284 +950 +2 +8 +22 

表３  地区別人口の推移 

地区 夜間人口 前回調査からの増減 昼間人口（12 時） 前回調査からの増減 

第一小学校 9,703 人 +56 人 8,543 人 +48 人 

第二小学校 11,113 人 +523 人 7,125 人 +388 人 

第三小学校 13,951 人 +1,373 人 13,617 人 +2,284 人 

第四小学校 12,144 人 -17 人 10,362 人 -1,073 人 

第五小学校 23,995 人 +2,164 人 22,075 人 -330 人 

第六小学校 18,549 人 +2,966 人 15,410 人 +2,509 人 

第七小学校 16,055 人 +1,227 人 12,912 人 +67 人 

第八小学校 20,721 人 +1,178 人 14,234 人 -116 人 

第九小学校 6,310 人 +471 人 4,746 人 +180 人 

第十小学校 12,423 人 +1,707 人 7,998 人 +464 人 

合計 144,964 人 +11,648 人 117,022 人 +4,421 人 

 

■帰宅困難者数予測 

鉄道の不通等により、市内で発生する帰宅困難者、市外の通勤・通学先で帰宅困難となる市民の数を予測した。 

▸ 平日に市内で発生する帰宅困難者は、約 6 千人～6 千 6 百人で、前回調査から 30～180 人増加した。 

⇒昼間流入人口（通勤・通学者数）の増加が主な要因 

▸ 平日に市外で帰宅困難となる市民は、約 1 万 4 千人～1 万 6 千人で、前回調査から約 1,300～1,500 人増加した。 

⇒昼間流出人口（通勤・通学者）の増加が主な要因 

表４ 帰宅困難者数 

 市外からの 

昼間流入人口 

市内で発生する帰宅困難者 市外への 

昼間流出人口 

市外で帰宅困難となる市民 

平日 12 時 平日 18 時 平日 12 時 平日 18 時 

帰宅困難者数 24,565 人 6,656 人  5,971 人 49,380 人 15,586 人 14,006 人 

前回調査からの増減 +161 人 +30 人 +180 人 +1,262 人 +1,303 人 +1,495 人 

■地震時の避難者・収容予測（地区別） 

避難者が最多となる冬 18 時（風速 8ｍ/s、初期消火率 30％、1 日後）の避難所避難者数を、指定避難所の収容可能人

数と比較し、過不足を整理した。 

▸ 指定避難所の収容可能人数は 28,495 人で、避難所避難者の予測数 9,935 人に対して十分な余裕がある。 

また、地区別についても、すべての小学校区で余裕がある。 

表５ 地震時の避難所避難者数と指定避難所の収容可能人数 

地区 面積（㎡） 収容人数 想定避難者数 過不足 

第一小学校 3,980 1,690 665  ∔1,025  

第二小学校 10,094 4,287 759  ∔3,528  

第三小学校 7,815 3,318 1,048  ∔2,270  

第四小学校 11,548 4,906 823  ∔4,083  

第五小学校 5,045 2,143 1,612  ∔531  

第六小学校 3,639 1,544 1,218  ∔326  

第七小学校 4,223 1,792 1,080  ∔712  

第八小学校 8,737 3,711 1,372  ∔2,339  

第九小学校 2,310 981 494  ∔487  

第十小学校 9,707 4,123 866  ∔3,257  

計 67,103 28,495 9,935  ∔18,560 

 

■洪水時の避難者・収容予測（地区別） 

洪水時の避難者数（想定浸水深 0.5m 以上の人口）、緊急避難場所（洪水）の収容人数を比較し、過不足を整理した。  

▸ 想定避難者数 15,559 人、緊急避難場所（洪水）の収容人数 16,044 人で、市全体では充足できる。 

▸ 第一小地区、第三小地区、第九小地区、第十小学地区は、緊急避難場所が不足する 

▸ 地区外避難で不足分を確保する場合、第三小地区、第九小地区、第十小地区は、隣接校区の指定緊急避難場所だけ

では充足できない。 

表６ 洪水避難者と緊急避難場所の収容人数 

地区 収容面積（㎡） 収容人数 想定避難者数 過不足 

第一小学校 298 126 1,617 -1,491 

第二小学校 3,851 1,635 1,466 +169 

第三小学校 726 307 4,038 -3,731 

第四小学校 11,548 4,906 892 +4,014 

第五小学校 5,045 2,143 6 +2,137 

第六小学校 3,639 1,544 362 +1,182 

第七小学校 3,940 1,672 258 +1,414 

第八小学校 8,737 3,711 231 +3,480 

第九小学校 0 0 3,135 -3,135 

第十小学校 0 0 3,554 -3,554 

計 37,786 16,044 15,559  +485 

表７ 地区外避難先・収容人数（案） 

地区 
地区外 

避難者数 

地区外避難先 

第二 
小学校区 

第四 
小学校区 

第五 
小学校区 

第六 
小学校区 

第七 
小学校区 

第八 
小学校区 

第一小学校 -1,491 - 1,491 - - - - 

第三小学校 -3,731 - 1,135 - 1,182 1,414 - 

第九小学校 -3,135 169 - - - - 2,966 

第十小学校 -3,554 - 1,388 2,137 - - 29 

    ※赤字は隣接しない地区への避難者数 



 

１．業務継続資源の現状調査 

  大規模地震時の業務継続に必要となる主要な資源について、その性能の現状を調査した。 

☛ 建物は、内間木支所を除いて耐震性は問題ない。一方、非構造部材の落下、什器の転倒の防止措置は本庁舎の一部を

除いて実施していない。 

☛ 電力は、本庁舎、水道庁舎以外は非常電源がない。 

☛ 飲食の備蓄は水道庁舎のみで、他の施設は受水槽の水のみが頼りである。 

☛ 水洗トイレも、水道庁舎以外は停電・断水時に受水槽の水のみが頼りである。 

☛ 通信は、保健センター、クリーンセンターに、優先電話、代替手段がない。 

☛ 防災無線は、移動系について故障時の復旧体制が未整備である。 

☛ 基幹情報システムは、LAN障害､停電により利用不可となるおそれがある。 

■主要な建物・設備等の現状 

項目 本庁舎 本庁舎別館 内間木支所 朝霞台出張所 

建

物 

耐 震 ● ● × R７年度改修予定 ● 

天井､窓等落下防止 × × × × 

什器等の転倒防止 ▲ 一部の職場のみ × × × 

電

力 

発 電 機 ● 23h(赤コンセント等) ● 16h(全コンセント) × × 

その他非常電源 ▲ 危機管理室に発電機あり － － 

飲

食 

食 料 等 備 蓄 × × × 

飲 料 水 備 蓄 等 ▲ 受水槽 4.5㎥ × × 

ト

イ

レ 

断水、停電時の 

水洗トイレ使用 
▲ 受水槽 4.5㎥ × ▲ 高置水槽 

非常トイレ備蓄 ● 屋外汲取式トイレ 4基 × × 

通

信 

電話交換機対策 ● ﾊﾞｯﾃﾘｰ 3h､ｱﾅﾛｸﾞ 20回線に切替可､交換機更新予定 － － 

災害時優先電話 ● 11回線 ● 1回線 ● 2回線 

その他の代替手段 ● 移動系防災無線・県防災行政無線 ● 移動系防災無線 ● 移動系防災無線 

項目 朝霞駅前出張所 水道庁舎 保健センター クリーンセンター 

建

物 

耐 震 ● ● ● ● 

天井､窓等落下防止 × × × × 

什器等の転倒防止 ● × × × 

電

力 

発 電 機 × ● ８h(ﾎﾟﾝﾌﾟ､非常照明) × × 

その他非常電源 － － － － 

飲

食 

食 料 等 備 蓄 × ● ｱﾙﾌｧ化米 4食/人 ▲ 受水槽 9.3㎥ × 

飲 料 水 備 蓄 等 × ● ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 1.5ℓ/人 ▲ 受水槽等 18㎥  ▲ 受水槽等 9.3㎥ 

ト

イ

レ 

断水、停電時の 

水洗トイレ使用 
× ● 配水池 ▲ 受水槽等（飲料共用） ▲ 受水槽等 9.3㎥ 

非常トイレ備蓄 × × ×  

通

信 

電話交換機対策 － ▲ ﾊﾞｯﾃﾘｰ 1h × 停電時利用不可 － 

災害時優先電話 ● 1回線 ● 1回線 × × 

代 替 手 段 ● 移動系防災無線 ● 移動系防災無線 × × 

■防災無線・基幹情報システムの現状 

項目 耐震対策 停電対策 故障時復旧対応 重要データバックアップ 

防災 

無線 

固定系 ● ● 非常電源 72h ● 保守業者 24h対応 － 

移動系 － ▲ 発電機等使用 ×  － 

基幹 

情報 

シス

テム 

ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ､庁内

LAN､ﾒｰﾙｻｰﾊﾞｰ､ 

住民情報システム 

● 耐震ラック 
● UPS(ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ時) 

・大型UPS交換検討中 

× LAN 障害､停電､UPS

故障で利用不可 
●定期メディア保存 

ホームページサーバー － クラウド － 
× LAN 障害､ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳ

ﾄﾞ障害で利用不可 
－ 

（注）「●」は問題なし、「▲」は一部問題有り、「×」は問題あり、「－」は対象外を示す。 

 

２．非常時優先業務の検討 

想定地震が発生した際、継続すべき重要業務について実施すべきフェーズ（発災から１日、～３日、～２週間、～１

か月、１か月～）を設定し、必要な職員数を検討した。 

☛ 災害対策本部の非常時優先業務は、管財班の当日～3日、調査班の 4日～1か月、市民班の当日～１か月、上下水道

違反の当日～2週間で大幅な人員不足となる。 

☛ 災害対策業務及び通常業務を総合した非常時優先業務は、総務系部署の 4日～1か月、市民環境系部署の当日～1か月以降、保健福

祉系部署の 4日～2週間、上下水道系部署の当日～１か月において大幅な人員不足が予想される。 

■災害対策業務の非常時優先業務数・職員数 

災害対策本部の部班 業務数 
地震発生からのフェーズ別の必要人数 

職員数 
～1日 ～3日 ～2週 ～１月 １月～ 

総括部 本部班 11  12  13  13  13  0  20  

総括部 財務・情報班 11  31  31  32  33  5  52  

総括部 職員班 4  5  7  8  7  4  8  

総括部 管財班 7  14  12  10  10  8  10  

総括部 調査班 2  15  20  114  114  36  46  

市民環境部 市民班 12  83  98  101  106  19  50  

市民環境部 環境班 5  27  27  32  32  32  59  

福祉部 こども・健康部 福祉班 8  150  253  254  52  27  257 

福祉部 こども・健康部 医療対策班 5  22  31  27  27  0  74 

都市建設部 建設活動班 12  44  38  40  25  7  54  

上下水道部 上下水道班 6  53  53  53  26  0  39  

教育部 教育班 8  73  76  72  53  4  271  

各部共通 1  53  49  35  0  0  - 

合計 92  581  707  791  497  142  940  

■通常業務の非常時優先業務数・職員数 

通常組織の部 業務数 
地震発生からのフェーズの必要人数 

職員数 
～1日 ～3日 ～2週 ～１月 １月～ 

危機管理室 5  2  2  3  3  7  7  

市長公室 16  1  9  11  13  24  24  

出納室 7  1  1  4  5  6  9  

総務部 47  26  27  45  64  89  96  

市民環境部 65  33  40  82  87  110  110  

福祉部 38  7  18  38  39  69  75  

こども・健康部 29  7  9  26  187  232  256  

都市建設部 16  5  5  7  11  45  54  

上下水道部 24  11  14  18  20  39  39  

教育員会 36  43  44  55  61  118  271  

合計 283  137  169  289  489  739  940  

■災害対策業務及び通常業務の非常時優先業務数・職員数 

災害対策本部＋通常の部 業務数 
地震発生からのフェーズ別の必要人数 

職員数 
～1日 ～3日 ～2週 ～１月 １月～ 

総務系 110  108  121  240  261  180  136  

市民環境系 82  143  165  216  225  161  110  

保健福祉系 80  186  311  345  305  328  331  

都市建設系 28  48  42  47  35  52  54  

上下水道系 30  64  67  71  46  39  39  

教育系 44  117  121  127  114  122  271  

総計  375 718  876  1080  987  881  940  

 

  

【資料２】地域防災計画・マニュアル等報告（概要） 

 



 

３.受援体制の検討 

 内閣府のガイドライン、他市の事例等を参考に効果的な受援体制を検討し、朝霞市の受援体制案を作成した。 

■受援体制の考え方 

（災害対策本部 各部各班） 

 ・原則、72時間以内は外部からの応援が難しいため、班内で人員調整を行う。 

  なお、班間の調整は、朝霞市災害対策本部（統括部職員班）が行う。 

 ・県や他自治体等への応援は、市災害対策本部（統括部職員班）を通じて要請を行う。 

 ・災害時の応援協定を締結している団体・企業又は個別制度に基づく応援は、連絡窓口となる班が要請を行う。 

（災害対策本部 統括部職員班） 

 ・各班の応援ニーズを集約し、班間の調整や県・他自治体等への応援要請を決定する。 

 ・県、他自治体への連絡は、本部班に依頼する。 

（調整会議） 

・応援資源の各部各班への配分、応援団体と各班の連携方法を調整する受援統括担当と各部各班の受援担当による会

議を適宜開催する。 

■要請・受入れフロー 

 

■連絡窓口の設定 

 連絡の一元化、受援の迅速化のため、市が締結しているすべての災害協定（65）について、連絡窓口となる班を設

定した。 

No 協定・覚書名称 協定・覚書先 協定・覚書の内容 ◎連絡窓口となる班、関係班 

4 
災害時における応急生活物資供給

等の協力に関する協定書 
あさか野農業協同組合 食料、生活物資等の提供（有料） ◎市民班 

5 
震災時における緊急設備支援に関

する協定 
（株）セレスポ 協定避難場所に設置する 

◎本部班 

 市民班、福祉班、教育班 

6 
災害時における LPガス応急対応に

関する協定 

（社）埼玉県エルピーガス協会朝

霞支部朝霞地区 
LPガスの仮設供給等 ◎市民班 

7 
緊急時における朝霞浄水場の水道

水の提供について（確認書） 
東京都水道局朝霞浄水場 

近辺住民及び給水車等への水道水

の提供 
◎上下水道班 

■受援シートの作成 

主要な受援対象業務について受援業務の内容、必要な人材、時期、受入環境等を記載した受援シートを作成した。 

☛ 既存の対策別マニュアルと連携する様式とし、マニュアルと連携して使用する方式とした。 

☛ 災害発生時は、受援シートを確認して必要事項を要請先等に連絡し、受入体制や環境を整えることに使用する。 

☛ 平時は、必要な資機材の備蓄、協定団体との事前協議等に活用する。 

☛ 対象業務（マニュアル）は、内閣府のガイドラインの例示業務（下表の●）、各班（課）の要望で選定した。 

● 本部運営対策（本部班） ● 食料供給対策（市民班）  道路・障害物除去対策（建設活動班） 

● 被災者台帳対策（財務・情報班） ● 物資供給対策（市民班）  下水道対策（上下水道班） 

● 家屋被災調査対策（調査班） ● 救援物資対策（市民班）  建築物応急危険度判定対策（建設活動班） 

● 罹災証明発行対策（調査班） ● 市民相談窓口対策（市民班）  被災宅地危険度判定対策（建設活動班） 

 応援職員派遣対策（職員班） ● 生活再建支援対策（市民班）  ペット対策（環境班） 

 職員支援対策（職員班）  トイレ対策（環境班）  死亡獣畜・放浪動物対策（環境班） 

 被災者医療対策（医療対策班） ● ゴミ処理対策（環境班）  仮設住宅等入居者対策（建設活動班） 
  ● 廃棄物処理対策（環境班）  避難所開設運営対策（教育班） 

■受援シート作成例（被災者医療対策） 

 

 



 

１．令和６年度工程 

   

☛ 令和５年度の防災アセスメント、業務継続基礎調査、受援体制の検討結果、その他法令改正、上位計画の修正等を地域

防災計画に反映する。 

☛ 地域防災計画の修正内容を、対策別マニュアル、ＢＣＰ等に反映する。 

☛ ＢＣＰ、対策別マニュアルは、令和６年度の人事を踏まえ、職員参集時間、非常時優先業務人数等を更新する。 

☛ 各課検討担当者、市民懇談会等を通じて、災害対応の理解、改善を推進する。 

 

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

地域防災計画の修正方針の検討 
            

地域防災計画【本編】の修正 
            

地域防災計画【資料編】の修正 
            

各種マニュアルの修正 
            

対策別マニュアルの修正 
            

朝霞市ＢＣＰ<地震編>案の修正 
            

庁内検討委員会 
   

●  
    

●  
 

パブリックコメント 
   

  
    

  
 

市民懇談会 
   

  
    

  
 

防災会議 
   

 ● 
    

 ● 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．令和６年度地域防災計画等修正方針等   

1) 防災アセスメントの課題等への対応 

 ▸ 液状化被害の抑制（液状化危険地区の立地抑制） 

  ▸ 洪水浸水想定区域からの円滑な避難確保 

  ▸ 業務継続体制の確保 

  ▸ 受援体制の導入 

 

2）関係法令等との整合 

① 災害対策基本法 

▸ 広域避難制度の導入 

▸ 個別避難計画の作成促進 

▸ 福祉避難所公示制度の導入 

② 災害救助法 

▸ 被災住宅の緊急修理制度の活用 

▸ 災害ボランティアセンターの調整事務の委託 

▸ 災害発生のおそれがある段階での災害救助法の運用（避難所の設置等） 

③ 指針・上位計画等 

▸ 安否不明者の氏名等の公表による要救助者の迅速な特定 

▸ 緊急通行車両確認証明書の事前交付制度の導入 

▸ 応急対策職員派遣制度の活用 

▸ 堆積土砂排除事業・災害等廃棄物処理事業・災害復旧事業の「連携スキーム」の活用 

▸ 南海トラフ地震関連情報への対応 

▸ 災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の活用 

▸ 荒川、埼玉県管理河川の減災に係る取組方針への対応 

3）市の取組の反映 

▸ 国土強靭化地域計画の策定 

▸ ハザードマップの改訂 

▸ 災害協定の拡充 

 

【資料３】令和６年度工程等 

 


